
対策の効果　概念図 患者数の試算（弥富市）

○医療機関を受診する患者数

約4,500人～8,700人

○入院患者数

中等度 ～約180人

重度 ～約690人

○死亡者数

中等度 ～約　60人

重度 ～約200人

行動計画における主な対策（発生段階別）

★印は新型インフルエンザ等緊急事態宣言に伴い実施する措置

背　景 実施する措置

　平成25年4月に、「新型インフルエンザ等対策特別

措置法」が施行されました。新型インフルエンザ等対

策特別措置法第8条第1項「市町村長は県行動計画

に基づき、当該市域に係る新型インフルエンザ等対

策の実施に関する計画を作成するものとする。」の

規定に基づき「弥富市新型インフルエンザ等対策行

動計画」を作成します。

○発生状況等の情報収集

○市民への適切な情報提供

○まん延の防止

　・不要不急の外出自粛要請、施設の使用
制限要請の協力

　・特定接種の実施の協力

　・住民に対する予防接種の実施

※市の人口を45,000人とし、県の
算出方法を参考に試算。

○市民生活・経済に及ぼす影響が最小となるように
する。

　・臨時の医療施設の開設等

○市民生活・地域経済の安定確保

国・県の動き 政府対策本部及び県対策本部設置

行動計画の目的 ○医療等の提供体制の整備・確保

○感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健
康を保護する。

　・医師等への医療従事の要請・指示

　・在宅療養患者等への支援

・サーベイランス（発生動向の調
査）・情報収集

・情報収集 ・情報収集 ・情報収集 ・情報収集

・サーベイランスの協力 ・サーベイランスの協力 ・サーベイランスの協力 ・サーベイランスの協力 ・サーベイランスの協力実
施
措
置
項
目
ご
と
の
主
な
対
策

実施体制

・実施体制の強化等（対策会議、対
策専門委員会、必要な場合は対策
本部）

・緊急事態宣言時は直ちに対策本部設置★
・緊急事態宣言時は直ちに対策本
部設置（対処方法・対策）★

サーベイランス・
情報収集

情報提供・共有
・継続的な情報提供

市民生活・経済の
安定の確保

・体制の整備及び関係機関との連
携強化(対策会議、対策専門委員
会）

・発生時の要援助者への生活支援 ・市民等への呼びかけ ・市民・事業者への呼びかけ

・遺体の火葬・安置体制の強化

・水の安定供給及び生活関連物資の価格の安
定等★

・市内でのまん延防止対策

・火葬能力等の把握

・在宅療養する患者への支援

・臨時の医療施設等

・水の安定供給及び生活関連物資
の価格の安定等★

緊急事態宣言

・予防接種、接種体制（特定接種、住民接種準
備）

・予防接種、新臨時接種

・住民接種を実施区域の指定に関わらず必要に
応じ行う★

・住民接種を実施区域の指定に関
わらず必要に応じ行う★

・不要不急の外出自粛要請、施設の使用制限要
請の協力★

・不要不急の外出自粛要請、施設
の使用制限要請の協力★

・遺体の火葬・安置体制の強化★

・相談窓口の設置準備 ・相談窓口の設置充実・強化 ・相談窓口の設置充実・強化

・対策実施のための準備

予防・
まん延防止

・予防接種、第二波に備え新臨時
接種・予防接種体制の構築（登録、職員

等）
・予防接種、接種体制（特定接種、
住民接種準備）

医療
・地域医療体制の整備への協力 ・帰国者・接触者相談センター周知 ・帰国者・接触者相談センター周知

・まん延防止対策のための準備 ・県内でのまん延防止対策

・第二波に備える

・サービス水準に係る市民への呼
びかけ★

※医療体制、衛生状況等一切考慮して
いない。

・遺体の火葬・安置体制の確認

・要支援者への生活支援★

・相談窓口

・市民・事業者へ適切な行動をとる
ように呼びかけ

緊急事態宣言終了

・情報提供・共有・継続的な情報提供・共有 ・継続的な情報提供・共有 ・継続的な情報提供・共有

・対策の評価・見直し

・実施体制の強化等（対策会議、対策専門委員
会、対策本部）

・実施体制の強化等（対策会議、対
策専門委員会、対策本部）

・実施体制・関係機関との連携（対
策本部の廃止等）

・第二波実施体制（対策会議、対策
専門委員会）

未発生期 海外発生期 県内未発生期 県内感染期県内発生早期 小康期

弥富市新型インフルエンザ等対策行動計画 概要版


